
還付金の振込先金融機関

還付請求税額 2,200 円

関与税理士 税理士　太郎
電話 （ 098-***-**** ）

営業部　　　出張所

預金種別及び口座番号 　普　通　　・　　当　座　 口座番号 *******

連結親法人の名称
及び法人番号

（　法人番号　）

金融機関名及び
本・支店名

□□
銀　行　・　信用金庫

××
本　店　　　支　店

組　合　・　農　協

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

更正の請求をする理由及び請
求をするに至った事情の詳細そ

の他参考となるべき事項

計算誤りにより、売上金額を過大に計上しており、法人税の更正を受けたため。

※法人税の更正による更正の請求の場合は、法人税額等の更正通知書の写しを添付してください。

連結親法人の本店所在
地及び電話番号

〒 - 電話

月 日

（ ）

法第53条の２（法第321条の８の
２）の更正の請求の場合

国の税務官署の更正の通知日 令和 4

月 日
法第20条の９の３第２項
の更正の請求の場合

年 4 月 15 日

第３号の政令で定める理由の生じた日 令和 年

月 日

第２号の更正・決定等のあった日 令和 年

第１号の判決等の確定日 令和 年

年 月 日

税額等 60,800 円 58,600 円

法第20条の９の３第１項
の更正の請求の場合

法定納期限
平成
令和

摘要 更正の請求前 更正の請求後

課税標準等 112,000 円 89,000 円

3 年 3 月 31 日4 月 1 日 から
平成
令和

地方税法第　 321 条 の8の２ の規定に基づき、次のとおり更正の請求をします。

更正の請求の対象となる事業年
度又は連結事業年度

平成
令和

2 年 　まで

この届に応答する者
経理部　読谷花子

電話 （ 098-***-**** 内 123 ）

（宛先） 読谷村長 殿 代表者氏名 読谷　太郎

（ 098-***-**** ）

令和 4 年 5 月 15

〒 904 - 0392 電話

更正の請求書
通信日付印 確認印

（　提出用　・　控用　）

※宛名番号 ※この欄には記入しないでください。

法人番号 *************

（ﾌﾘｶﾞﾅ） ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　△△△△

法人名 株式会社　△△△△

本店所在地日
沖縄県中頭郡読谷村字座喜味２９０１番地

㊞

受付印

担当の税理士が届け出た場合に記載してください。

記載例


